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パブリック・コメントの実施について 

 

本所は、下記の要領で、パブリック・コメントの募集（規制の設定又は改廃についてのご意見

募集）を実施することといたしましたのでお知らせします。 

 

記 

 

１．パブリック・コメントの内容 

・金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う会員審査基準等の見直しについて 

２．意見提出方法等 

（１）提出期限：平成２３年３月１１日（金） 

（２）提出方法：郵送、ファクシミリ、Ｅ－ｍａｉｌ 

（３）提 出 先  

  ① 郵 送の場合：〒810－0001 福岡市中央区天神２－１４－２ 

               証券会員制法人 福岡証券取引所 総務部 

  ② ＦＡＸの場合： 092-713-1540 

  ③ Ｅ－ｍａｉｌの場合： pc@fse.or.jp 

３．公表資料の入手方法 

本所ホームページ（ＵＲＬ  http://www.fse.or.jp/）及び本所窓口での配布 

４．意見等処理方法 

  提出期限の翌日以降、本所ホームページに掲載いたします。 

以 上 
 
 
 
 
 

【問い合わせ先】 

  証券会員制法人 福岡証券取引所 総務部 

       ＴＥＬ（０９２）７４１－８２３１ 



 

金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う会員審査基準等の見直しについて 

 

平成２３年２月２４日 

証券会員制法人 福岡証券取引所 

 

Ⅰ 趣旨 

本所ではこれまで、会員の新規加入審査や会員の経営の健全性の状況の審査に当たり、会員加入申請者や会員の単体ベースでの業務又は財産の状況等を

その対象としてきました。ところで、本年４月１日に「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が施行されるにあたり、一定規模以上の第一種金融商品

取引業者に対して、連結ベースでの規制・監督等の導入が図られることとなり、本所の上記審査もそれを踏まえたこととするため、定款等において所要の

整備を行うこととします。 

また、あわせて、上場会社が合併等の組織再編行為を行った場合において、株主総会決議後に当該組織再編契約が解除される事例が発生していることを

踏まえ、その場合の上場維持を可能とするため組織再編行為に係る上場廃止日の設定を見直すことなど、本所規則において所要の制度整備を行うこととし

ます。 

   

 

Ⅱ 改正概要 

項   目 内      容 備    考 

１．会員の加入審査 

 

・特別金融商品取引業者（改正法第５７条の２第２項（本年４月１日に施行さ

れる金融商品取引法等の一部を改正する法律（平成２２年法律第３２号）に

おける金融商品取引法の規定をいう。以下同じ。）に規定する特別金融商品

取引業者をいう。以下同じ。）が会員の加入申請を行う際には、改正法第５

７条の５第２項に規定する経営の健全性の状況が適当な水準であることを、

会員の加入審査に当たっての財務基盤に係る要件とします。 

 

・改正法において特別金融商品取引業者とは、

総資産の額が金融商品取引法施行令で規定

される金額（1 兆円）を超える第一種金融商

品取引業者（外国法人を除く）をいうものと

されています。 

 

・経営の健全性の状況に係る具体的な水準につ

いては、改正法の施行に伴い金融庁長官が告

示で規定する連結自己資本規制比率に係る

数値を基に、本所が定めることとします。 

 

２．会員の本所への報告

事項 

 

 

・報告事項として、新たに以下の事項を追加します。 

 

・金融商品取引業者である会員は、①特別金融商品取引業者である会員、②会

員の親会社（改正法第５７条の２第８項に規定する親会社をいう。）若しく

は指定親会社（改正法第５７条の１２第３項に規定する指定親会社をいう。）

又は③会員の特定主要株主（改正法第３２条第４項に規定する特定主要株主

 

 

・具体的な報告内容については、別紙をご参照

ください。 



 

項   目 内      容 備    考 

をいう。）が、本所の定める場合に該当することとなったときは、直ちにそ

の内容を本所に報告することとします。 

 

３．会員に対する処置 ・特別金融商品取引業者である会員については、改正法第５７条の５第２項に

規定する経営の健全性の状況が本所の定める水準を下回った場合、定款第５

２条に規定する処置（本所の市場における有価証券の売買等の停止又は制限

等）の対象とします。 

 

・経営の健全性の状況に係る具体的な水準につ

いては、改正法の施行に伴い金融庁長官が告

示で規定する連結自己資本規制比率に係る数

値を基に、本所が定めることとします。 

 

４．その他 

（１）組織再編行為に係

る上場廃止日の設定

の見直し 

 

 

 

 

 

（２）他の取引所からの

要請に基づく会社情

報に係る報告の新設 

 

 

・上場会社が合併等の組織再編行為を行い上場廃止となる場合の上場廃止日に

ついて、効力発生日の 3日前（休業日を除外する。）の日を上場廃止日とす

ることとします。 

 

 

 

 

 

・上場会社は、有価証券の売買等の公正性の確保を図るため、他の取引所から

の情報提供の要請を受けて本所が会社情報の発生から公表に至る経緯等に

ついて照会を行った場合は、直ちに照会事項について本所に報告するものと

します。 

 

 

・現行では、合併等の形態によっては、株主総

会決議後、1 か月を経過した日を上場廃止日

としています。 

・株主総会決議後に組織再編契約を解除される

事例が発生していることを踏まえ、その場合

の上場維持を可能とする趣旨です。 

 （株券上場廃止基準の取扱い） 

 

・本所が照会を行うのは、他の金融商品取引所

から情報提供の要請を受けた場合のうち、本

所が相当と認めた場合に限ります（他の取引

所との相互協力を前提とします。）。 

 （上場有価証券の発行者の会社情報の適時開

示等に関する規則） 

 

 

 

Ⅲ 実施時期（予定） 

 平成２３年４月１日から実施します。 

 

以 上 



 

別紙 

金融商品取引業者の報告事項 

 

項   目 報  告  内  容 備    考 

１．特別金融商品取

引業者である会員

の報告事項 

 

・特別金融商品取引業者である会員は、以下に掲げるときは、直ちにその内容を本所に報告す

ることとします。 

 

✓ 改正法第５７条の５第３項の規定に従い公衆の縦覧に供する経営の健全性の状況を記載

した書面を作成したとき。 

✓ 改正法第５７条の３第１項に基づく事業報告書を作成したとき。 

✓ 改正法第５７条の４に基づく説明書類を作成したとき。 

✓ 改正法第５７条の２第１項又は同条第６項（同項第２号に該当することとなった場合に限

る。）の届出を行ったとき。 

 

 

２．親会社又は指定

親会社に係る報告

事項 

 

 

（１）会員は、会員の指定親会社又は最終指定親会社（改正法第５７条の１２第３項に規定す

る最終指定親会社をいう。）に関し以下に掲げるときは、直ちにその内容を本所に報告する

こととします。 

 

✓ 指定親会社が改正法第５７条の１３第１項第６号に掲げる事項について改正法第５７条

の１４の届出を行ったことを知ったとき。 

✓ 指定親会社が破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、清算開始又は特別清算開始の

申立ての事実があったことを知ったとき。 

✓ 指定親会社が支払不能となり又は支払不能となるおそれがある状態となったことを知っ

たとき。 

✓ 指定親会社の定款の変更があったことを知ったとき。 

✓ 指定親会社の資本金の額又は出資の総額の変更があったことを知ったとき。 

✓ 指定親会社が法令の規定により検査を受けたことを知ったとき及び法令の規定により処

分若しくは処罰を受けたことを知ったとき又は法令の規定による処分に係る聴聞若しくは

弁明の機会の付与が行われたことを知ったとき（外国法人が指定親会社である場合にあって

は、外国金融商品取引法令の規定により、処分又は処罰を受けたことを知ったときを含む。）。

✓ 指定親会社が法令の規定による検査に伴い行政官庁より改善指示等を受けたとき又は行

政官庁に対し改善策等を報告したとき。 

✓ 指定親会社の役員が改正法第２９条の４第１項第２号イからトまでに掲げる者のいずれ

かに該当することとなった事実を知ったとき。 

・改正法では、特別金融商品取引

業者の親会社が当該特別金融商

品取引業者の経営管理を事業と

して行っている場合など、当該

親会社及び子法人等の業務の健

全かつ適切な運営を確保するこ

とが公益又は投資者保護のため

特に必要であると認められると

きは、当該親会社を指定親会社

として指定することとされてい

ます。 



 

項   目 報  告  内  容 備    考 

✓ 指定親会社の主要株主が改正法第２９条の４第１項第５号ニ又はホに該当することとな

った事実を知ったとき。 

✓ 指定親会社が民事事件に係る訴えを提起し若しくは提起され若しくは当該訴訟について

判決等があったことを知ったとき又は民事調停法による調停を申し立て若しくは申し立て

られ若しくは当該調停事件が終結したことを知ったとき。 

✓ 最終指定親会社が改正法第５７条の１７第３項の規定に従い公衆の縦覧に供する経営の

健全性の状況を記載した書面を作成したとき。 

✓ 最終指定親会社が事業報告書を作成したとき。 

✓ 最終指定親会社が業務及び財産の状況に関する事項を記載した公衆の縦覧に供するため

の説明書類を作成したとき。 

✓ 指定親会社が本店又は主たる事務所を変更したことを知ったとき。 

✓ 指定親会社の指定が解除されたこと又は当該指定が効力を失ったことを知ったとき。 

✓ 指定親会社が他の法人と合併したことを知ったとき（当該指定親会社が合併により消滅し

た場合を除く。）。 

✓ 指定親会社の役員の変更があったことを知ったとき。 

✓ 指定親会社が内閣総理大臣、金融庁長官若しくは証券取引等監視委員会に申請、届出、報

告若しくは資料の提出を行った場合又は財務大臣、財務局長若しくは財務支局長に資料の提

出、説明その他の協力を行った場合で、本所がその報告の必要があると認めたとき。 

 

（２）会員は、会員の親会社が以下に掲げるときは、直ちにその内容を本所に報告することと

します。 

 

✓ 指定親会社の指定があったことを知ったとき。 

 

３．特定主要株主に

係る報告事項 

・会員は、会員の特定主要株主が以下に掲げるときは、直ちにその内容を本所に報告すること

とします。 

 

✓ 法令の規定により処分若しくは処罰を受けたことを知ったとき又は法令の規定による処

分に係る聴聞若しくは弁明の機会の付与が行われたことを知ったとき。 

✓ 特定主要株主に該当したこと又は該当しなくなったことを知ったとき。 

 

・改正法では、総株主等の議決権

の５０％超の対象議決権を保有

している者を「特定主要株主」

というものとされています。 

 

 

以 上 


